
文教警察委員会会議記録 

 

文教警察委員長  森 誠一   

 

１ 日 時 

   令和６年３月２１日（木） 午後１時０１分から 

                午後３時５０分まで 

 

２ 場 所 

   第２委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

森誠一、古手川正治、御手洗吉生、中野哲朗、御手洗朋宏、木田昇、堤栄三 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   太田正美 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   教育庁理事兼教育次長 渡辺登、警察本部長 種田英明 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分については可決すべきものと賛成多数をもって、 

第４６号議案及び第４７号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもっ 

て決定した。 

（２）第１９号議案については可決すべきものと、総務企画委員会に回答することに全会一

致をもって決定した。 

（３）第三次大分県特別支援教育推進計画（改訂版）に基づく再編整備の進捗状況について、

損害賠償請求事件の判決対応について、大分県立高等学校未来創生ビジョンの策定につ

いて及び損害賠償の額の決定について、執行部から報告を受けた。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課委員会班    主査 飛鷹真典 

   政策調査課調査広報班 主事 德丸花帆 



文教警察委員会次第 

 

                     日時：令和６年３月２１日（木）１３：００～ 

                     場所：第２委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 警察本部関係                       １３：００～１４：００ 

（１）合い議案件の審査 

第 １９号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 

（付託：総務企画委員会） 

（２）付託案件の審査 

   第  １号議案 令和６年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

第 ４７号議案 大分県地方警察職員定数条例の一部改正について 

（３）その他 

 

 

３ 教育委員会関係                      １４：００～１５：３０ 

（１）付託案件の審査 

   第  １号議案 令和６年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

第 ４６号議案 土地の取得について 

（２）諸般の報告 

 ①第三次大分県特別支援教育推進計画（改訂版）に基づく再編整備の進捗状況について 

②損害賠償請求事件の判決対応について 

③「大分県立高等学校未来創生ビジョン」の策定について 

④損害賠償の額の決定について 

（３）その他 

 

 

４ 協議事項                         １５：３０～１５：４０ 

（１）その他 

 

 

５ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

森委員長 ただいまから、文教警察委員会を開

きます。なお、本日は予算特別委員会の分科会

でもあるので申し添えます。 

本日は、委員外議員として太田議員に出席い

ただいています。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案３件、総務企画委員会から合い議があった

議案１件です。 

 これより、警察本部関係の説明に入ります。 

 まずは、合い議案件の審査を行います。第１

９号議案大分県使用料及び手数料条例の一部改

正について、執行部の説明を求めます。  

種田警察本部長 審査に先立ち、一言御挨拶を

申し上げます。皆様には、先日開催された予算

特別委員会において令和６年度当初予算の新規

事業をはじめとした主要事業等について御審査

いただき、ありがとうございました。 

 本日の委員会では、令和６年度当初予算のう

ち主要事業以外の事業について説明するほか、

予算外議案として大分県使用料及び手数料条例

の一部改正、大分県地方警察職員定数条例の一

部改正について担当部長から説明します。 

足達生活安全部長 文教警察委員会説明資料の

２ページを御覧ください。 

第１９号議案大分県使用料及び手数料条例の

一部改正についてのうち、銃砲刀剣類所持等取

締法事務の手数料の改正について御説明します。 

１背景についてです。地方公共団体の手数料

に関する政令の改正により、銃刀法に基づく猟

銃の操作及び射撃の技能に関する講習の手数料

が引き上げられるため、それに伴い大分県使用

料及び手数料条例の改正を行うものです。技能

講習とは、既に猟銃を所持している者を対象と

して許可の更新前に受講する必要のある実技的

な講習のことです。 

次に、２改正概要についてです。技能講習の

手数料は１万２，７００円から１万４千円に引

き上げられます。この手数料は、これまでその

事務の全てを都道府県警察の職員が行うことを

前提として積算してきましたが、いずれの公安

委員会も指定射撃場等の部外講師に委託して運

用している実情に鑑み、射撃場への適正な委託

費用を積算した結果、手数料額の引上げが必要

となったものです。 

３の施行年月日は、標準政令の施行日とあわ

せ令和６年４月１日としています。 

次に、資料の３ページを御覧ください。 

デジタル一括法施行に伴う大分県使用料及び

手数料条例の一部改正について御説明します。

該当する業務は、自動車運転代行業、警備業、

探偵業の３業務となります。 

まず、１の背景についてです。インターネッ

トによる閲覧等により、利便性の向上を図るこ

と等を目的としてデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律が改正され、公安委員会が

交付する認定証や届出証明書が廃止となりまし

た。認定証等の廃止に伴い、標準政令が改正さ

れたことから、条例についても改正するもので

す。 

２の改正概要等ですが、自動車運転代行業及

び警備業関係については認定証自体の廃止に伴

い、認定証の再交付及び書換えの手数料がなく

なるものです。探偵業関係については、届出証

明書自体の廃止に伴い届出証明書の交付、書換

え及び再交付の手数料がなくなるものです。 

施行期日については、標準政令の施行日と同

じ令和６年４月１日としています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

堤委員 デジタル一括の関係で中身はよく分か

りました。結局、どういう流れでインターネッ

トを通じてやるようになるのか。結局、マイナ

ンバーカードか何かを通じてやるということで

すか、それだけちょっと教えて。 

足達生活安全部長 認定や届出に関する手続そ

のものは変わらず、今事業所等にこういった認

定証や届出証明書を掲示していますが、その必
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要がなくなります。ただ、こちらから交付はし

ませんが、別様式の証明書を事業者自身が作成

をして掲示する義務は残ります。 

 インターネットの関係については、従業者６

人以上でＷｅｂサイトを持っている業者は、ネ

ット上に掲示義務がありますが、Ｗｅｂサイト

がないとか、従業員が５人以下の場合は、自身

で印刷した掲示だけで良いといった流れで、特

にマイナンバーカードの絡みではありません。

（「はい、分かりました」と言う者あり） 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方は質疑等ありません 

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑等もないので、これよ

り採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと、総務

企画委員会に回答することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと、総務企画委員会に回答

することに決定しました。 

 以上で、合い議案件の審査を終わります。 

 次に、付託案件の審査を行います。 

 第１号議案令和６年度大分県一般会計予算の

うち、警察本部関係部分について執行部の説明

を求めます。 

佐藤警務部長 第１号議案令和６年度大分県一

般会計予算のうち、警察本部関係について御説

明します。 

資料の４ページを御覧ください。 

令和６年度警察本部の当初予算額は、警察本

部①の計欄に記載のとおり２８０億３，５９５

万７千円です。先般の予算特別委員会において、

本部長が主要事業等を御説明したので、本日は

それ以外の事業について予算概要の順に沿って

御説明します。 

５ページを御覧ください。 

公安委員会費関係です。事業名欄一番上、委

員報酬６７８万円については公安委員３人の報

酬です。その下の公安委員会運営費２３０万４

千円については、公安委員及び事務局職員の旅

費など公安委員会の運営に要する経費です。 

６ページを御覧ください。 

警察本部費関係です。事業名、警察運営費１

６億９，６１１万１千円については、事業概要

欄の上から各団体が実施する事業への補助金、

中ほどの児童手当、下から２番目の警察職員貸

与被服調製費及び赴任旅費や庁舎の光熱水費な

どの警察運営諸費等です。 

７ページを御覧ください。 

事業名、県民の安全を守る人的基盤強化事業

費４４３万６千円については、優秀な人材の確

保のため、ＳＮＳに採用募集動画等を掲載し、

ホームページに誘引するなどの採用募集活動等

に要する経費です。 

８ページを御覧ください。 

装備費関係です。事業名、警察装備費３億６，

１２１万５千円については、事業概要欄の上か

らヘリコプターの特別点検整備等に要する経費

や車両、警察官装備貸与品等維持修繕費、車両

等燃料費等です。 

９ページを御覧ください。 

警察施設費関係です。事業名欄一番上、警察 

施設改修費３億４，５９３万３千円については、

中津警察署の本庁舎内部改修と老朽化が進む附

属棟の建て替えや、大分中央警察署の駐車場整

備工事など警察施設の改修に要する経費です。 

三つ下の交通安全施設維持管理費３億４，８

２３万４千円については、交通信号機等の電気

料、回線専用料など交通安全施設の維持管理等

に要する経費です。 

その下の警察庁舎等維持修繕費６，０５５万

９千円については、警察庁舎等の維持補修等に

要する経費です。 

１０ページを御覧ください。 

運転免許費関係です。事業名欄一番上、認知

症等早期発見支援事業費１，０１２万４千円に

ついては、運転免許更新時等に認知症等の運転

者を早期に発見し、医療機関への受診勧奨など

の対応をより的確に行うため、３名の保健師等

を運転免許センターに継続配置するものです。 
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二つ下の自動車運転免許事務費４億４，０４

５万５千円については、運転免許証更新時の講

習や行政処分者に対する講習に要する経費等で

す。 

１１ページを御覧ください。 

恩給及退職年金費関係です。事業名、警察恩

給費１，４４５万７千円については、昭和３７

年１１月以前に退職した警察職員及びその遺族

に対する恩給の支給に要する経費です。 

１２ページを御覧ください。 

警察活動費関係です。事業名欄上から二つ目、

地域防犯力強化育成事業費２，６２２万４千円

については、児童生徒の非行防止等のためスク

ールサポーター８名の継続配置を行うほか、犯

罪の未然防止等のため、まもめーるシステムを

活用し、地域の安全情報を県民に発信するもの

です。 

１３ページを御覧ください。 

事業名欄一番上、一般警察活動費３億７９０

万１千円については、事業概要欄の上から公益

社団法人大分被害者支援センターに相談・支援

事業や講演会等の開催事業を委託する被害者支

援事業費、電話専用料等通信運搬費や旅費等で

す。 

二つ下の警察業務効率化推進事業費２，４７

５万６千円については、文書管理システムの維

持管理やテレビ会議システムの運用に要する経

費です。 

１４ページを御覧ください。 

事業名欄上段の、刑事警察費４億８８９万２

千円については、捜査支援システムの維持管理

等に要する経費、報償費や旅費等です。 

１５ページを御覧ください。 

事業名欄上段、交通指導取締費２億９，０２

８万８千円については、事業概要欄の上から２

番目の自動車保管場所申請等の手続をインター

ネットで行うワンストップサービスの運用に要

する機器のリース料等や、その下の放置違法駐

車車両の確認事務の委託料等のほか、交通警察

活動に要する報償費、旅費等です。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

堤委員 三つ聞きます。 

 信号機の問題が一つ。警察庁は２０１９年度

から２０２３年度までの５年間で必要性の低下

した信号機の撤去などの合理化を進めるという

合理化計画策定を県に求めています。必要性に

ついての判断はどうか。 

 また大分県が、撤去が必要と判断した信号機

は全体で何基か。計画策定から現在までの撤去

数と、新たに新設した信号機の数はどうなって

いるか。 

 二つ目は、生活道路の安全確保の問題です。 

 ２０２１年からの速度規制と物理的デバイス、

ハンプや狭さくなどの組合せによってゾーン３

０プラスが新設されていますが、大分県内でそ

れを実際しているところがあるのか。また、実

施する場合にはどのような条件があるか。 

 最後に、電動キックボードの規制緩和。 

 昨年７月の改正道路交通法によって、これに

関する規制緩和が図られましたが、解禁以来、

特定小型原動機付自転車の交通違反での検挙数

や事故の発生状況はどうなのか。これは新聞報

道でも出ていたので、大分県についてはどうか

を教えてください。 

幸野交通部長 まず、信号機の合理化について

です。 

 委員の御指摘のとおり、合理化計画の策定を

求められており、県警としてもこの計画に基づ

いて、信号機のコスト面や数などを管理してい

ます。 

 合理化の基準については、もともと信号機の

設置にあたっては、警察庁が信号機の設置の指

針を定めており、簡単に言うと、主要道路の往

復交通量がピーク時、原則として１時間当たり

３００台以上あることとか、隣接する信号機と

の距離が原則として１５０メートル以上離れて

いるとか様々な条件があり、これに該当するも

のを一応設置基準に該当するとしています。 

 今回この合理化は、設置するときには基準に

該当していたが、その後の交通量の変化などで

該当しなくなっている信号機についてしっかり

点検し、必要性の乏しくなった信号機は撤去し
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ていくことにしています。 

 大分県では令和元年度から本年度までの５か

年間に４２か所の信号機を撤去する計画を策定

し、その間に実際には３０か所の信号機を撤去

し、新たに２２か所の信号機を新設しました。 

 ２点目のゾーン３０プラスについて申し上げ

ます。 

 大分県内では、令和４年度末に大分市戸次小

学校付近の大南地区、それと別府市山の手小学

校付近の青山地区の２か所にゾーン３０プラス

を設定しています。このゾーン３０プラスを設

定するための要件としては、歩行者等の通行が

最優先され、通過交通が可能な限り抑制される

という基本的なコンセプトに対する地域住民の

同意が得られることです。そして、物理的デバ

イスを設置する道路管理者との協議が調ったと

ころについてゾーン３０プラスを設定すること

になっています。 

 令和４年度以降、昨年も含めてですが、この

ほかにも日出町や佐伯市でも設定を検討しまし

たが、地域住民の同意が得られないなどの理由

により、今のところ設定を断念している状況で

す。 

 ３点目の電動キックボードについてのお尋ね

ですが、令和５年７月に解禁されてから本年２

月末までの間に特定小型原動機付自転車の交通

違反として検挙したものはありません。この間

の交通事故の発生も１件も認知していない状況

です。 

堤委員 事故はゼロということね。分かりまし

た。 

 さきほど信号機の数字は、４２か所策定して

３０か所で撤去、２２基を新設したということ

でいいですね。（「いいです」と言う者あり）

つまり結局、マイナス８基になりますが、この

３０基は、さきほど説明を受けた３００台以上

とか、そういう特殊な要因がその道路上はなく

なったという理由でなくなったのが多いですか

ね。何かそれ以外に特殊な事情はなかったです

か。 

幸野交通部長 撤去した３０基について詳細を

説明します。 

 このうち、まず１９基は一灯式の信号機です。

信号交差点の手前にある予告灯だったり、一旦

停止の標識の代わりに赤い点滅がついていると

いったもので１９か所です。その他押しボタン

式が５か所、それと普通の交差点信号機が６か

所で、合わせて３０か所になるわけですが、一

灯式以外の場所については、一つは新たに道路

が新設されたためそこの通行量が激減したとこ

ろの信号機だったり、既に交通量が少なくなっ

たため地域住民の要請で信号機としては点滅信

号に変えている、黄色点滅、赤点滅信号に変え

ていた信号機だったり、また、小学校の閉校に

伴って通学路でなくなり利用者が少なくなった

押しボタン信号機、こういった事情があるもの

を撤去しています。 

木田委員 先般の新聞で、２０２３年はネット

の不正送金が被害件数、額ともに過去最高にな

り、組織的フィッシング詐欺が主な内容という

報道がありました。先般の委員会でも特殊詐欺

のこれまでの件数報告があったと思いますが、

フィッシング詐欺とか、ネット不正送金でだま

された場合に、この特殊詐欺の方で件数が計上

されているのか、別の事件として計上するもの

なのか、そこら辺を教えていただきたい。 

 こういうネット不正送金事案は、県警ではサ

イバー対策の方で対応しているのか、組織対策

の方で対応するものになっているのか。警察庁

はサイバー特別捜査隊になっているようですが、

大分県の場合、窓口としてどこが捜査されてい

るのか、その辺を教えてください。 

足達生活安全部長 不正送金に多く使われるフ

ィッシング詐欺等については、特殊詐欺の中に

は含まれていません。特殊詐欺そのものが、対

面することなく信頼させて指定した預貯金口座

等への振込とか、その他の方法でだまし取ると

いったもので双方向の意思疎通が行われていま

すが、フィッシング詐欺の場合はそれがないの

で特殊詐欺には入れていません。 

 担当部署ですが、サイバー犯罪対策課が捜査

をしています。もちろんその先に組織犯罪等あ

れば、刑事部と連携を取ってやるようになりま

すが、主体はサイバー犯罪対策課で捜査してい
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ます。 

木田委員 ありがとうございました。 

 以前、神奈川県警はフリーマーケットアプリ

を使ってやっていたのを摘発した事例があった

ようですが、通常こういう詐欺に引っかかった

方がいたら、そういう方が警察に届出される事

例はあるのか。泣き寝入りされている方が多い

のか、あるいは消費生活の方に相談されている

のか、どういう状況なのか分からないですが、

そういうものが件数的にもかなりの件数、全国

であるので、そのような申出は、過去どのくら

いあって捜査にあたっているという状況も教え

ていただけますか。 

足達生活安全部長 件数などの現状についてで

すが、フィッシング詐欺という分類では統計的

なものが手元に数字はありませんが、さきほど

委員もおっしゃったように、不正送金事案はほ

とんどフィッシング詐欺で、不正送金事案の発

生状況について申しますと、被害に遭った口座

数は１８口座、昨年の被害額は１，８３０万円

ほどです。 

 あと検挙の関係です。これは非常に難しい捜

査になって、海外からだと大抵照会一つにして

も時間がかかり、なかなか本犯には行き着きま

せんが、フィッシング詐欺関連、不正送金関連

の犯罪としては８件検挙しています。 

 さきほど他県警の話がありましたが、昨年、

大分県も愛知県警などと合同捜査を行っていま

す。メモアプリのエバーノートとか、被害者に

メールを送りつけて、そこにＵＲＬが書いてあ

り、それをクリックするとエバーノートの偽の

サイトに飛んで、このままだと使用できなくな

り、更新手続が必要ということでログインさせ

ます。そのログインの情報を基に、被疑者がそ

の被害者のエバーノートに不正アクセスをして、

中にあるＩＤパスワードを盗み取り、インター

ネットバンキングに不正アクセスをして不正送

金させるといった事件を解決して、長官賞等を

いただいています。 

中野委員 資料１３ページ、予算概要の１５ペ

ージ、一般警察活動費のうち留置人の給食に要

する経費が予算で２，６９１万円上がっていま

すが、令和５年度の７月現計予算と比較して４

３０万円の増加となっています。まず、その理

由を伺います。 

 またあわせて、１週間当たりの単価や人数を

どのように積算しているのか、もしお答えいた

だけるようであればお願いします。 

小野会計課長 予算については、留置人の食糧

費、これはこれまでの単価ではなかなか契約で

きないという事情があって、単価の見直しを行

って予算を少し増額したところです。 

 それから単価ですが、１日当たりの単価が１，

２１６円見込んでいます。それが令和６年度は

１，５８０円に増額したことになります。 

森委員長 １日当たりの単価、３食でよいです

か。（「はい」と言う者あり） 

中野委員 私は議員になる前に、日田市にある

済生会日田病院に勤務しており、大分県地域生

活定着支援センターが府内町にありますが、平

成２２年に県が委託した開設準備に携わったこ

とがあります。ここは高齢者とか障がいのある

出所者に対しての相談業務等を行う支援機関で、

以前、委員長にも見学してもらったことがある

かと思いますが、出口支援の対応をしている部

署だと思います。 

 昨年６月の文教警察委員会の県内所管事務調

査の折、国東警察署の改修された留置所を見せ

ていただきました。そのときに、ここを入口と

考えたときに、高齢者や障がいのある犯罪者に

対しての福祉の視点というのは、どういったも

のがあるのかなと思いました。また、高齢者や

障がいのある方の検挙人員が増加傾向にあると

いうデータもこの前確認しました。 

 今回、県警本部が留置人の給食に要する経費

を増額したということは福祉的な視点も考慮し

た対応だと思うので、大変評価していますが、

県警本部として、この福祉的な視点に関して何

か考えがあれば、伺いたいと思います。 

佐藤警務部長 弁当と言うか、関連の費用です

が、一つはもちろん材料費が高くなっているの

はありますが、委員がおっしゃるとおり、もう

一つの視点として、十分な最低限の栄養を取っ

てもらう健康面にも一応配慮したことを考え、
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それらを総合的に考えて、今回そういった費用

を予算要求させていただきたいものです。 

中野委員 現在、公安委員の中にはそういった

福祉的な活動を日常されている方が着任されて

いると思います。そういった知見も是非今後と

も警察行政に反映していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 もう１点、災害に関することで聞きます。 

 私の選挙区は日田市で、平成２４年、平成２

９年、令和２年、令和５年と立て続けに豪雨災

害に見舞われています。昨年夏の災害時も警察

の皆様には地域の安心・安全に大変御尽力いた

だいたことにまた改めてお礼申し上げます。 

 今年元日に発生した能登半島沖での地震に対

しても、大分県警から現地でのパトロールにあ

たる特別自動車警ら部隊とか、安否不明者の捜

索や救出活動にあたる広域緊急援助隊を派遣す

るなど、この災害時の対応について大変心強い

ものを感じています。改めてそういった役割に

感謝するとともに、予算の観点から、県警本部

として災害予算をどのように確保されているの

か気になったところです。 

 昨年度の予算には災害対応能力強化事業があ

って、これは主にヘリコプターテレビの伝送シ

ステムの更新の予算でしたが、県警本部として、

災害対応にどのような予算を確保しているのか、

聞きたいと思います。 

染矢警備部長 恐れ入ります。資料の１３ペー

ジを御覧ください。 

 警察活動費の上から２段目、装備資器材等充

実強化費があります。こちらの事業概要欄を御

覧いただくと、後半部分に災害時の救命・救助

活動に使用する資機材の整備に要する経費、こ

ちらで今回は合計６１５万９千円の計上をして

います。 

 具体的にどのような物件かというと、例えば、

冠水した現場で車椅子などを利用される要救助

者の方を容易にボートに乗っていただくことが

できる、底がフラットなボートなどを要求する

ことにしています。そのほかにも災害救助活動

に必要な装備は、例えば、さきほど委員がおっ

しゃったとおり、能登半島に部隊員を派遣して

いるので、現場に行ってこんな装備が欲しい、

あるいは他県はこんな装備を使っていたという

意見を積極的に具申させて、常に装備などの充

実に反映するように心がけています。 

中野委員 日田警察署の警備課長と代々お付き

合いさせていただいていますが、日田市の防災

担当である防災危機管理課と関係を構築しよう

と積極的に取り組んでいたことを記憶していま

す。激甚頻発化する災害に対して、県警本部、

地元の特に日田警察署の皆さんもいつも誠実に

一生懸命取り組んでいるのが十分伝わっていま

す。 

 予算の確保がなかなか難しい面もあろうかと

思いますが、現場で必死に働いている警察官の

安全・安心の確保といった点からも、必要な施

設整備等があれば、各署から意見を求めて充実

を是非図っていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

森委員長 そのほか、ないようなら私から。 

 まず、予算概要の予算のポイント、安全・安

心な交通社会の実現に向けてということで、県

警として１６ページの予算と共に交通安全に関

する事業に取り組んでいただいています。その

中でハード整備も当然必要で、そういった資機

材を整備する予算が計上されていますが、一方、

ソフト面から要求したいと思います。 

 交通安全意識の高揚ということで、臼杵警察

署とか豊後大野警察署は、署長が中心になって、

例えば、一般の車両はコンビニに駐車するとき

はバックからとめてくださいとか、交通取締り

を強化しますよといった呼びかけを交通安全運

動の冒頭にしています。そういったことをする

だけで、実は駐車場にバックで駐車する人が非

常に増えたり、全体的な走行速度を遅らせたり

とか、それは本当に数字に現れているかは別と

して、そういったソフト的な取組も重要だと思

っています。 

 また、電柱ポリスじゃないですが、電柱に警

察官の写真を載せたり、蛍光テープで警察官が

いるように見える反射材を置いたり、また、パ

トカーの看板にパトランプを回したり、そうい

ったことでやはり交通安全が図られることもあ



- 7 - 

るかと思います。今申したように、ソフト部分

とハード部分を組み合わせていくのが重要だと

思うので、例えば、看板を置いているところは

決まっていて、恐らく慣れた人はそのまま通り

過ぎるから、そこで何か一つ工夫があるといい

のかなと思います。設置した当初はいいけど、

その後せっかく設置した設備等をどのようにい

かすのかという視点が足りないと思ったので、

その辺を少し教えていただきたいと思っていま

す。 

 そして、資料７ページ、予算概要９ページの

優秀な人材確保ということでＳＮＳ広告等を活

用した採用募集活動で４００万円ほど計上され

ていますが、そのことによって定足数を満たす

ことができているのか。毎年４００万円ずつか

けているが、その状況、実績等がどうなのかを

２点目として伺います。 

 最後に、資料１２ページ、予算概要１４ペー

ジの交番等に関することです。令和５年度の予

算では、大分駅前交番の上に大型ビジョンを設

置して特殊詐欺等の被害防止を図るとか、警察

官の募集であるとか、いろんな情報発信をされ

ていると思います。これが予算的には１，１０

０万円ほど計上されていました。こういった媒

体を使ったり、ＳＮＳを使ったりという方法も

大事だと思いますが、今月初めに、朝県庁に通

勤するときに駅にお巡りさんが３人ぐらい警杖

を持って立っていた、何かあったんだろうかと

いう職員の話が私の耳にも入りました。 

 この前の委員会でも申しましたが、やはり身

近な場所でお巡りさんがみんなを見守っている

とか、見張られているとか、逆にお巡りさんも

見られているとか、そういった日常的に目に見

える形での活動が足りないのじゃないかという

ことを聞きます。 

 特に、交番に行っても誰もいないことが多い。

それが当たり前になっていて、この前、交番支

援の話もしましたが、実際県民は交番に行って

も誰もいないことが多いという諦めの風潮もあ

ると聞きます。その点、交番勤務について人員

が不足しているのか、警察官が見えない状況に

なっている原因が分かれば教えてください。 

 以上、３点お願いします。 

幸野交通部長 交通安全に関して、ソフト面、

ハード面というお話がありました。 

 さきほどお話が出たパトカーを模した旭章が

付いた看板とか、電柱に警察官の姿を表示させ

て反射材を付けている取組は、令和元年に私が

交通参事官のときに取り組んだことであり、確

かにおっしゃるとおり、場所をころころ変えて

やるのも一つの手かと思いますが、実はどこで

も設置できるものではありません。例えば、パ

トカー看板一つについても、現在多くのものは

寄附をいただいたもので、設置している場所に

ついても道路管理者に許可をもらったり、道路

脇の空き地とかの管理者に許可を得て置ける場

所を考えてやっているし、電柱１本１本につい

ても九州電力と道路管理者の許可を得て設置し

ています。 

 こういった取組も踏まえて、交通事故は何で

起きるのかというと、やはり人間であるからヒ

ューマンエラーであって、そういった面でいけ

ば、きちっと安全確認を取っていれば、早めに

危険を事前に察知して回避もできただろうとい

うことを考えます。やはり運転者一人一人が日

頃運転しているところに、やはり慢心であった

り、怠慢であったり、事故は起きないだろうと、

そういった考え方が根強く残っていると思って

います。 

 実際、７５万人のドライバーがいて、人身事

故が２千件ちょっとです。物損事故を含めても

３万４千件ほどと、７５万人に対して３万４千

件ですから、例えば壁にぶつけた、こすったと

いう物損事故を含め、３０年に１回とか４０年

に１回しか確率的には起きないので、どうして

も人間というのはそこで油断ができます。 

 県警として、取締りも今変えてきているのは、

単なる違反を取り締まるのではなく、より交通

事故が発生する場所や時間帯において、そこで

警察官の姿を見せていくと。ただ電柱に電柱ポ

リスがあるだけではなく、たまにはそこに警察

官が立ったり、交差点、特に歩行者がはねられ

る交差点に警察官が立ったりすることで、言葉

で言うと、見せる・見える・呼びかける交通指
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導取締りを推進しています。この活動について

も各署が、どれだけの人間を何時間、どの場所

に投入したのかの集計を取りながら、その成果

を見ているところです。 

 代表的なものは、去年から始めたワースト交

差点というものです。事故の多い交差点を公表

し、その場所にできるだけ警察官が立ち、約３

０か所のワースト交差点を指定して、昨年半年

間取り組んだ成果としては、交通事故が物損事

故も含めて２５％減少しました。交通事故の物

損事故を含めると、全体的に増加をして昨年度

も３万４千件もあったのに、この取り組んだ場

所については２５％減少という成果も出ていま

す。こういった意味では、取締りの方法もソフ

ト面に移行しながら、交通事故が減るといった

ことを観点にやっていきたい。 

 さらに、交通安全思想の普及も大事です。そ

の根底にあるのは、やはり交通安全教育。警察

がその一役を担っていて、我々が本当に主にな

ってやるのは、今法令で定められているドライ

バーに対してです。７万５千人のドライバー、

免許更新は短い方で３年、長い方で５年に１回

来ます。この方々にきっちりと交通安全教育し

ていく、また、違反処分を受けた方にも交通安

全教育をしていく形を繰り返しながら、地域の

学校とか、いろんな企業や団体等と連携して、

そこに出向いて交通安全教育をやっていくこと

に取り組んでいます。 

 なかなか難しい面もあり、交通事故の実態の

推移を見ながら――確かに人口減という影響も

ありますが、県では１９年連続人身事故が減少

し、死亡事故も統計以来、過去最少の３２人が

２年連続です。今後も事故の発生状況の推移を

見ながら、どういうことに取り組んでいくのか

考え、しっかりとその辺をやっていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

古長警務課長 それでは、私から職員の採用関

係について回答します。 

 まず１点目、職員の充足率と言うか、採用試

験の結果です。令和２年度以降、今年も含めて

ですが、県警警察官と事務職を合わせて定数が

約２，４００人、毎年４月１日時点はおおむね

９８％から９９％の充足率で推移しています。 

 一方、優秀な人材の確保というところで、採

用試験の状況は警察官になりますが、平成３０

年までは、おおむね競争倍率が７倍から５倍で

推移していましたが、令和元年以降は３倍台で

若干下がって推移しています。 

 そのため、予算案にも上げさせていただいた

ように、広範な状況で採用情報へのアクセスを

取ってもらおうと、ＳＮＳとか、そういった広

く呼びかける形を取っています。また、ＳＮＳ

だけではなく、Ｚｏｏｍを使ったオンライン説

明会とか、そういった優秀な人材を広く採用情

報に導く様々な方法を取って、優秀な人材の確

保を今後も進めていきたいと考えているので、

よろしくお願いします。 

足達生活安全部長 委員長御指摘の警杖を持っ

てというのは基本勤務の立番勤務と言いますが、

勤務時間は全国大きく変わりはなく、大体１時

間から２時間ぐらい出ています。 

 この立番する時間帯が朝の７時から８時とか、

夕刻とか、交番前の人通りが多い時間に勤務し

ています。基本的には交番の周辺ですが、近く

に学校がある場合は、特に駐在所などはその学

校の通学路などに立って警戒をしているケース

も結構あります。 

 また、朝夕の時間は人通りが多いだけあって

事件事故の取扱いが非常に多く、やはり一時的

に臨場する地域警察官は真っ先に指令がかかり

ますし、立番勤務をやめて現場臨場といったケ

ースが特に都市部では多いと思っています。昼

間についても巡回連絡とか、警らとか、事件へ

の対応とかで不在することもあります。 

 では、いなかったらどうするんだということ

もあるので、取扱いの多い交番、予算等の関係

もあって２０交番ですが、こちらに２１人の交

番相談員を配置して、極力県民が不在といって

不安にならないように努めています。 

森委員長 ありがとうございました。 

 まず、交通安全の関係、交通部長から回答い

だきました。そういった思いを持って設置した

いろんな交通安全に関する設備とか、啓発看板

や電柱ポリスを、実は看板の後ろに警察官がい
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たとか、とにかくうまく使うことが必要かなと

思ったので、話を広げてお話ししましたが、是

非そういう思想を交通部の方で引き継いでいた

だければありがたいなと思っています。 

 優秀な人材確保に向けて、以前もお話ししま

したが、せっかく警察を志して警察官となって

高い意識を持って大分県警で働いている若い職

員、また、そこで育ったベテランの３０代４０

代の署員が、県警の環境が悪くて辞めないよう

に、やる気や意識を持てるようにしてもらいた

い。だから、新採職員だけじゃなくて、今いる

署員も大切にする県警組織であってほしいと思

っているので、その点も環境整備を含めて今後

しっかりやっていただければと思っています。 

 交番に関してですが、今いろいろお話をいた

だきました。私はオアシスタワーの交番とか、

駅前や南大分の交番を通ることが多いですが、

ほぼ見たことがないので。 

 それと、ブラインドが閉まっていたり、目隠

しのシートが張っていたり、中も当然守秘義務

もあるでしょうけど、そういった近寄り難いと

言うか、そういった課題意識を持って、本来の

交番の在り方をもう一度県警の中で話していた

だけるといいのかな。私も近くの駐在は子ども

たちの見守りのため朝早くから立ってくれてい

るのを見ますが、片や交番では余りそういうの

を見たことがないので、すみません、前回から

このようなことをお話ししています。 

 一度また生活安全部の方でも、今の交番勤務

の在り方だとか、人員の充足状況とか、今の仕

組みでいいのかも是非考えていただければ、そ

れが県民の皆さんの安心感につながるのと思う

ので、その点よろしくお願いしたいと思います。

どうでしょうか。 

足達生活安全部長 今、委員長がおっしゃった

交番の勤務状況は私も分からないですが、ブラ

インドとかポスターとか、そういったもので中

が見えないという話については、本来、中が見

えるようにしておかなくてはいけないこととな

っています。これは巡視でそういった項目を含

めて指導していきます。 

森委員長 ありがとうございました。今、この

現状が本当にそれでいいのか、働きやすさの面

でもそれでいいのかというのを常に警察本部の

中で問いかけながら環境整備に努めていただき

たいと思っています。よろしくお願いします。 

 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方は質疑等ありません 

か。 

太田委員外議員 １１ページの警察恩給費です

が、対象となる方がどのくらいいるのか。２０

０万円ほど今年度減額されていますが、本人が

亡くなられた場合には配偶者にその恩給権が行

くのかどうか。 

 ２点目は、１３ページの警察犬運用体制強化

事業費が４，２００万円ほど今年度新規事業に

近い形で増額されていますが、これまで民間と

やってきたことがどうしても無理があるという

か、それで警察本部自体がこれを行うようにな

った、その背景を少し教えてほしい。 

 ３点目が、今レンタカーを使って運転してい

る外国人観光客、特に湯布院は多いですが、要

するにその辺の指導をこれから先どうするのか。

結構、物損事故が多いので、しょっちゅう湯布

院幹部交番は出動しているようで、この間新聞

を見て、うちの近所の岳本交差点でそんなに事

故が多かったのかと思ったのですが、そんな狭

い道路でレンタカー同士がぶつかることがあり

ます。その辺の指導体制をどう考えているか。 

 ３点お尋ねしたいと思います。 

小野会計課長 私からは、警察恩給費の支給に

ついてお答えします。 

 支給の対象者は、今年度１７人いましたが、

令和６年度は１５人と減っています。御本人が

お亡くなりになったときには、御遺族に支給す

ることになります。御本人には普通恩給という

形で支給していて、御遺族には普通扶助料とい

う形で支給しています。 

太田委員外議員 その内訳は、この１５人の中

に含まれていますか。 

小野会計課長 含まれています。今御本人が受

け取っているのが１人です。あと１４人の方は

御遺族の方が受け取っています。 
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太田委員外議員 配偶者じゃなくて御家族です

か。要するに配偶者が亡くなった場合はそれで

終わるのではなく、子どもまで続くんですか。

どの辺までそれが続くのか。 

小野会計課長 すみません。そこまで私も今お

答えできませんので、確認してお答えします。

（「よろしくお願いします」と言う者あり） 

甲斐刑事部長 警察犬の関係についてお答えし

ます。 

 現在、警察犬の部外嘱託は１０人ほどで２０

頭ぐらいの警察犬を運用しています。年間の出

動回数は１００回ほどになっています。この方

たちの平均年齢は６０歳を超えていて、皆さん

ほかの仕事と兼業しています。後継者もいない

状況です。 

 そのような事情を踏まえて、このたび大分県

警察が独自で警察犬２頭を運用して、そのため

の犬舎――犬を管理する庁舎と、搬送する車両

を導入するものです。さきほど申した出動回数

１００回の大半は高齢者の所在不明事案で、認

知症の方が入っています。ですから、その検索

の範囲も通常の道路上だとかではなく、山の中

を徘回していることもあるので、昼夜も休日も

問いません。例えば夜間、佐伯市で所在不明に

なったときに、中津市の方しか応対できないと

なると物理的にも無理があるので、中心部に警

察犬を置いて、昼夜も休日も問わず、全県下に

警察犬を派遣して、そういった事案に対応する

こととして今回創設するものです。 

幸野交通部長 訪日外国人旅行者の交通事故や

交通安全教育についてです。 

旅行者は短期間日本に来て、向こうの免許証

があれば日本で運転ができる国もあるので、そ

れで運転して帰ると。その間、確かに交通事故

も起こしているようですが、安全教育をする場

所も期間もないので、なかなか我々が手を出せ

ないわけです。県警としては、日本の交通ルー

ルを外国語でイラスト的に描いたものを用意し

ており、これを県警のホームページに提示する

とともに、レンタカー協会を通じて各レンタカ

ー会社にもお配りし、レンタカーを借りる外国

人旅行者の方々にお配りして、日本の交通ルー

ル等を理解していただくことをやっています。 

 なお、警察の統計上、こういった訪日外国人

旅行者という区分で交通事故の統計は取ってい

ません。そのためお答えはしかねますが、手元

に令和４年に私が個人的に調べたものがありま

す。これは旅行者ではありませんが、交通事故

を起こした第１当事者の国籍が外国人になるこ

とと、起こしたときの通行目的が旅行とか娯楽

といった目的であったものは、令和４年中の人

身事故としては１件認知しているだけです。 

 また過去、平成３０年以降を見てみると、平

成３０年は７件、令和元年は６件、令和２年で

は２件、令和３年では１件になっていて、人身

事故に限っては、特に外国人旅行者がレンタカ

ーを借りてどんどん事故を起こしているという

傾向は見られません。 

 ただ、湯布院とか狭い道路で壁とか小さな物

損事故は当然発生していると思いますが、そう

いった統計は残念ながら取っていませんので、

正確に今申し上げることはできません。 

森委員長 ほかに御質疑等もないので、これで

質疑を終了します。 

なお、採決は教育委員会の審査の際に一括し

て行います。 

次に、第４７号議案大分県地方警察職員定数

条例の一部改正について執行部の説明を求めま

す。 

佐藤警務部長 資料の１６ページを御覧くださ

い。第４７号議案大分県地方警察職員定数条例

の一部改正について御説明します。 

今回の改正は、都道府県警察ごとの警察官の

定員の基準を定めた警察法施行令が一部改正さ

れることに伴い、規定を整備するものです。警

察法施行令の改正内容については、定年引上げ

に伴う新規採用者数の確保を目的として令和６

年４月１日から令和７年３月３１日の間、大分

県を含む対象都道府県警察の警察官の定員の基

準が増員されるものです。なお、本県について

は警察官の定員の基準が２人増員されます。 

条例の改正内容については、第２条に定める

職員の定数を施行令と同様に、令和６年４月１

日から令和７年３月３１日の間、２人増員しま
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す。定数を増やす階級は巡査としていますが、

これは警察法施行令の改正理由が、定年引上げ

に伴う新規採用者数の確保を目的としているこ

とから警察官採用時の階級である巡査としたも

のです。この改正により、本県の警察官の定数

は２，０９２人から２，０９４人になります。 

改正条例の施行日については、警察法施行令

の一部を改正する法律の施行日である令和６年

４月１日となります。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方は質疑等ありません 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑等もないので、これより

採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

以上で、付託案件の審査を終わります。 

この際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これをもって警察本

部関係の審査を終わりますが、ここで一言私か

ら御礼を申し上げます。 

  〔森委員長挨拶〕 

〔種田警察本部長挨拶〕 

森委員長 ありがとうございました。 

 それでは最後に、この春で現職を御勇退され

る皆さんから一言お願いしたいと思います。 

  〔退職予定者挨拶〕 

森委員長 それでは、これをもって警察本部関

係の審査を終わります。執行部はお疲れ様でし

た。 

 執行部が入れ替わるので、少々お待ちくださ

い。 

 

〔警察本部退室、教育委員会入室〕 

 

森委員長 これより、教育委員会関係の審査に

入ります。 

本日は、委員外議員として太田議員に出席い

ただいています。 

 それでは、付託案件の審査を行います。 

 第１号議案令和６年度大分県一般会計予算の

うち、本委員会関係部分について執行部の説明

を求めます。 

渡辺理事兼教育次長 理事兼教育次長の渡辺で

す。教育長の岡本に代わって、はじめに私から

一言、御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、日頃から教育行政の推進に

様々な御尽力をいただいき、改めて厚く御礼申

し上げます。 

本日は付託案件２件、諸般の報告４件につい

て説明、報告します。関係事項は、それぞれ担

当課長から御説明します。 

神﨑教育財務課長 第１号議案令和６年度大分

県一般会計当初予算のうち、教育委員会関係に

ついて説明します。 

委員会資料の３ページを御覧ください。 

こちらは別冊で配布している令和６年度教育

委員会予算概要から説明ページを抜粋したもの

です。括弧書きのページ番号は予算概要におけ

るページ番号を示しています。 

教育委員会の予算額は、左から２列目予算額

（Ａ）欄の上から３段目にあるように１，１５

８億７，３３１万９千円です。これを右から３

列目の５年度７月現計予算額（Ｂ）欄と比較す

ると、その右の欄にあるように、額にして９３

億６，３０８万７千円、率にして８．８％の増

となっています。 

続いて、先日の予算特別委員会で説明した事

業を除く主要な事業について説明します。 

４ページをお開きください。 

下段、特別支援教育振興事業費１，１４８万

１千円です。特別支援学校の教育の充実を図る

ため、教員の指導力を向上させるとともに医療

的ケアの実施体制を整備するものです。新たに、

医療的ケアが必要な児童生徒の宿泊学習への支

援に取り組みます。 

 ５ページをお開きください。 
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上から２番目、ＳＴＥＡＭ教育推進事業費３，

０１９万６千円です。先端科学技術分野で活躍

できる人材を育成するため、生徒や教員のデー

タサイエンス力の向上を図るものです。また、

高校生が宇宙やエネルギー分野等に興味を持ち、

挑戦意欲の醸成につながる講座もあわせて実施

します。 

６ページをお開きください。 

上から２番目、読書だいすき大分っ子育成事

業費４７９万７千円です。子どもの主体的な読

書活動を推進し、豊かな心を育むため、家庭で

の読書活動を啓発するための講座や絵本の展示

等を行うとともに、学校司書や読書ボランティ

ア等を対象とした研修会を実施することで、子

どもの読書習慣の定着を図るものです。 

 ７ページをお開きください。 

上から２番目、日本語指導ステップアップ事

業費２，２２３万６千円です。日本語指導が必

要な帰国・外国人児童生徒等に対する日本語指

導の充実を図るため、日本語指導支援員を県立

学校に派遣するとともに、小中学校に支援員の

派遣を行う市町村に対し補助を行うものです。   

また、日本語指導アドバイザーを配置し、県内

どこでも同じように指導・支援を受けられる体

制づくりを行います。 

 ８ページをお開きください。 

上から４番目、デジタルを活用した文化財保

存活用推進事業費３，４３５万５千円です。文

化財の保存・活用を推進するため、各文化財の

特長をいかしたデジタル化を進めるとともに、

埋蔵文化財センター等における展示や民俗文化

財等の体験機会を充実し、文化財の多彩な魅力

に触れる機会を提供するものです。 

 ９ページをお開きください。 

上から２番目、全国高校総体開催事業費２億

６，９２８万７千円です。今年７月２５日から

８月２０日にかけて本県で開催される全国高等

学校総合体育大会の運営に要する経費です。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

御手洗（朋）委員 今説明いただいた６ページ

の読書だいすき大分っ子育成事業費のことです。 

 子どもと書いていますが、この子どもの年齢

はどの幅で想定しているか、教えてください。 

森山社会教育課長 お答えします。 

 この事業全体の子どもという捉えでよろしい

でしょうか。（「はい」と言う者あり） 

子どもの年齢については高校生までを対象に

しています。下は乳幼児からになります。 

御手洗（朋）委員 多分想定として、やはり保

護者が小さいうちから子どもに読み聞かせをす

ることは大事だと考えていると思いますが、私

もそこは同意見です。ただ先日、幼児教育に関

わる方と話をする機会があって、今こども園化

が進んでいて、幼稚園に勤務していた人と保育

所で勤務していた人が一緒に働くようになって

います。幼稚園に勤務していた方が、是非子ど

もたちに本を家に持って帰ってもらって保護者

に読み聞かせをしてもらいたいということを言

ったら、保育所に勤務していた方は、保護者に

そういう負担をかけるのはよくないということ

で、それが実現しない。だから、一概にどっち

がいいとか悪いとかは判断しづらいですが、教

育の考え方と福祉の考え方の違いだろうなと。

保護者も日常的に仕事をしていてなかなか時間

がない中で、あえて預けているところから、家

に帰ったら子どもたちに本を読んでくださいね

とは言えないという考え方もあると思います。

もちろん最初申したように、各家庭で事情があ

るとはいえ、子どもたちにしっかり読み聞かせ

をした方が小学校に上がってからいいだろうな

と私も思いますが、そういった差が出た状態で

小学校１年生を迎えているのも現実じゃないか

と思います。そういったことも精査していただ

いて、せっかくの事業なので、いろんな家庭環

境も含めた上で実効性のあるものにしていただ

きたいと思います。 

堤委員 これは一般質問で出たかも分からない

けど、学びの多様化学校の問題ですね。 

 このプランは国によって昨年発表されて、１

０月に不登校・いじめ緊急対策パッケージが取

りまとめられていますね。政府では分散教室を

含めて全国３００校の設置を進めるとしていま
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すが、大分県として不登校特例校と言われるも

のについてどういう状況なのか。 

 あと、学校施設整備についても、２０２７年

度までの時限措置として新たに学びの多様化学

校とか夜間中学を設置する場合には、補助率が

３分の１から２分の１に引き上げられるという

方向も出ていますが、県として補助を使った夜

間中学の取組はどうなのかな。これも一般質問

に出たのかなと思いますが、それを少し教えて

ください。 

 それから、もう１点、考え方。学校給食費の

無償化の答弁として、県立学校での予算の問題

について、学校の無償化は市町村が判断すべき

問題だと。県として、親の経済的な負担を軽減

させるということで県立学校は無償化するとも

言っていますよね。市町村の判断も経済的な負

担を軽減させるという判断ですね。県と同じ判

断です。だから、そういう点からすると、同じ

判断の中で、宇佐市とか豊後高田市は頑張って

市でやっているけど、そういう協議と言うか、

給食費の問題についての拡大、拡充についての

協議は過去あったのかな。つまり、基本的には、

子どもたちと親のために負担を削減しましょう

という、それぞれがいい立場から無償化を進め

ているわけだから、そこらは市町村だから市町

村が判断するだろうと、ぽんと投げるんじゃな

くて、そういう段階での考え方はどう考えてい

るか教えてください。 

 大きくその２点です。 

前田学校安全・安心支援課長 学びの多様化学

校についてです。 

 委員の御質疑の中にあったとおりで、一般質

問、予算特別委員会でも御質疑いただいている

ので重複する部分はありますが、本県では玖珠

町が特に教育長の御意向により、不登校の子ど

もを今救いたいという強い思いで、学びの多様

化学校をこの４月に開校することになりました。 

 御質疑の県内の状況についてですが、先進的

な取組を始めた玖珠町に他の市町村も大変興味

を持っています。直接問合せしたりもしていま

すが、これから県としては、玖珠町の取組を横

展開で、各市町村にもその取組の好事例等を伝

えていきたいと考えています。 

佐保体育保健課長 学校給食費の無償化につい

てお答えします。 

 各市町村と給食費の無償化、負担軽減の在り

方等についての考え方の整理等を一緒になって

協議をした経緯はこれまでありません。それぞ

れの市町村の取組等について把握はしています

が、それぞれの判断で実施されているものと捉

えています。 

小野義務教育課長 夜間中学校に関する補助事

業について御説明します。 

 文部科学省の補助事業のスキームについては、

正式に設置を表明した場合に限って補助事業の

補助率があるということなので、現在は夜間中

学校設置に向けての検討段階です。総合教育会

議においても、丁寧、慎重に調査研究を踏まえ

て設置を検討するようにという御意見をいただ

いたので、設置に向けて丁寧に検討していきた

いと考えています。 

堤委員 基本２０２７年度までという一つの期

限があるよね。流れとすれば、そのときまでに

結論を出したいという考え方でいいのかが一つ。 

 それと、給食費の関係は、協議をこれからし

たらいいと思うけどね。つまり、どちらも家庭

の負担を少しでもなくしていきたいという思い

が一緒だからね。さきほど言ったとおり、市町

村の判断でと一刀両断するんじゃなく、そこら

辺をどういう会か分からないけれど、大分県と

すれば、こういう形になってこういう利点があ

る、市町村とすれば、こういう利点があるとな

れば、どこかの部分で一緒にできないかとか協

議をしていくべきだと思うよ。考え方一緒なん

だからね。そこら辺はどうなのかを聞きたかっ

たわけ。 

小野義務教育課長 夜間中学校の設置について

ですが、本日、新聞では令和９年度までに設置

と報道がありましたが、令和９年度までに都道

府県に各１校と文部科学省が目標指標を示して

いるので、それまでには設置に向けて検討して

いくという意味です。 

佐保体育保健課長 毎年度、市長会や町村長会、

町村長との意見交換会は教育委員会で行ってい
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て、意見交換の場での各市町村の考え方につい

ては、これまでも意見が交わされたことはあり

ました。ただ、そこについて深く協議というと

ころまでは至っていないので、そういう場の中

で意見交換等をしていきたいと考えています。 

堤委員 夜間中学の方は分かりました。 

 ただ、さきほどの給食費の関係はそういう立

場で、せっかくいい制度をつくったわけだから、

それぞれがいいところを学び合いながら共に前

進していく立場で是非臨んでいただきたいと思

うので、その点はくれぐれもよろしくお願いし

ます。 

木田委員 今の堤委員の発言にも関連して申し

上げたいと思います。 

 給食費の関係で、青森県が各市町村に助成し

ようとしていると思います。これは結局、各都

道府県庁にこども家庭庁のようなものがあるか

どうかにかかっているのじゃないかと。結局、

青森県のスキームは、既に給食費が無償化にな

っている市町村は、その２分の１補助は医療費

でも保育料の無償化でもいいから、別の目的で

使っていいよというスキームになっていると思

うんですね。 

 だから、これは教育委員会だけで話すと財政

課との折衝も大変でしょうから、なかなか難し

い面があると思うんですね。やっぱり子ども・

子育て支援という枠組みでどういった支援が必

要なのかを考えていかないと、単にこの給食費

の補助を県がするかどうかの議論をすると、財

政課としてもなかなか難しいんじゃないかと思

います。だから、青森県方式みたいな子育て支

援の枠組みの中で、使い勝手のいいと言うか、

そういう議論が今後必要なのかなとは思ってい

ます。 

 夜間中学は今日の新聞報道を見てびっくりし

ました。この間、１８日に我が会派県民クラブ

の高橋議員が質問して、諸費で対応という答弁

じゃなかったかなと思ってですね。となると、

新聞記事は具体的な対象とする人をどうするべ

きだとか、いろんな具体的な検討項目が出てい

たと思いますが、令和９年度までに設置すると

なれば、前もって具体的なものにしていかない

と悪いと思うので、それが本当に諸費で賄って

調査研究が可能なのかですね。 

 あわせて、今日の新聞記事は分からないとこ

ろがあったので、具体的にこういうことは検討

すべき課題だと言われたことを教えていただき

たいと思います。 

小野義務教育課長 ３月１８日に総合教育会議

がありました。その夜間中学校についての議論

の中でこういった御意見がありました。 

 ある県では早くから設置を表明しているが、

体制が整っていない状況がうかがえるので、大

分県はそうならないように、慌てずにじっくり

計画していくことが望ましいという御意見をい

ただきました。また、不登校だった方の学びの

セーフティーネットとなるよう慎重に検討して

いただきたいといった御意見もあったので、諸

費の中ではあくまでも調査研究と。今後の調査

項目としては、やはり中身の部分です。教育課

程やコースといった、いろんなコースがあるわ

けですが、実際どんな学校にするかは学校の教

育目標があって、教育課程をどうしていくかを

来年度は焦点を当てて調査していきたいと考え

ています。 

木田委員 夜間中学、対象とする人を何か考え

るべきだというのはあったと思います。そこも

示していただきたい。我々も委員会で大阪府に

調査に行かせていただいて、やはり外国人の子

どもの対応も大変だとか、いろいろあると思い

ましたが、大分県でもかなり外国人在留者とか

ずっとうなぎ登りでこれからも増えると。育成

就労の制度改正もありますが、今後、家族帯同

も増えることを考えたときに、そのスキームと

言うか、枠組みを考える必要があると思います。

対象とする人をどうするか、教えてください。 

小野義務教育課長 正に入学対象の方を決定し

ていくのは非常に重要な検討事項の一つではあ

ります。自治体によっては様々な入学要件を示

していて、例えば徳島県であれば、高校や短大

を卒業していても中学校時代に学校に行けてい

なかった、つまり、中学校の学び直しをしたい

という希望があれば入学の対象になります。し

かし別の一般的な県では、高校や短大を卒業し
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ている方は仮に中学校時代に不登校の状況であ

ってもそれは入学対象にはならない。だから、

そのあたりは大分県としてどう考えていくのか

検討していきたいと、慎重に考える必要がある

かと思います。 

 あわせて、外国籍の方も入学対象に恐らくな

るとは思いますが、なった場合には様々なコー

スの教育課程が必要になります。他県はそれを

やっているので、他県の事例を参考にしながら、

やはり中身の部分を充実していかないと、学校

は設置がなかなか難しいと思うので、さきほど

も言いましたが、そこを調査研究のメインにし

ていきたいと考えています。 

木田委員 その対応できるところがどこまでか

分かりませんが、確か岡本教育長が大分流の夜

間中学というのがあるのじゃないかという御発

言もあったと思うので、そういったところをど

ういう姿になるのか、またしっかりと慎重かつ

丁寧にしていくと思うんですね。対象者の数を

今回見たときには、ひょっとしてオンラインを

使うのかなとイメージしたんですが、令和９年

はそんなに遠い先じゃないので、しっかりとそ

の辺また来年度詳細にお願いしたいと思います。 

堤委員 避難所指定の体育館へのクーラーの設

置ね。電源はどういう形にするのか。避難所だ

けに電源が一緒やったら悪いだろうから、特別

に耐震用の電源をつくるとか、そういうのはど

うですか。 

神﨑教育財務課長 電源については全て電気式

でつくるかどうかも含めて今検討しています。

電気式とガス式があります。それで、電気式の

場合は受変電設備の増設が必要になったりする

場合があるので、その辺を含め、一番経済的、

効率的なものを考えていきたいと思います。 

 いずれにしても電源については受変電設備か

ら高圧で受け入れて低圧に変換して、通常の容

量が不足するのであれば増設することになるか

と思います。 

堤委員 その場合だと、地震とか津波、それに

は上に電源を置かなければいけないだろうけど、

取りあえずは地震については十分耐え得るとい

うことで考えていいわけよね。 

神﨑教育財務課長 耐震性については、当然建

物も含めて設備も耐震対応にしていくので、そ

の辺は御心配されなくても大丈夫かと思います。 

堤委員 この前、高橋肇議員の一般質問で、臨

時講師を正規職員にしたらどうかという話をし

ましたね。そのときに渡辺次長が答弁で、過去

の事件の問題もあってというのが出たよね。そ

こら辺の認識がよく分からない。何で臨時講師

をそうやって正規教員にする場合に過去の事例

が教訓で出てくるのか、その意味が全然分から

なかったんだよ。そこら辺はどうなんですか。 

渡辺理事兼教育次長 一般質問では、臨時講師

の教員採用試験にあたって、一次試験の免除等

の何らかの優遇措置を行うべきではないかとい

う質問がありました。その中で、他県教諭であ

るとか他県の試験に合格されている方について

は一定の能力実証はしているということで、特

別選考であったり、免除であったり、そういっ

た対応をしていますが、臨時講師については今、

そういった対応はしていませんとお答えしまし

た。 

 過去の事件というお話ですが、やはり公平性

や公正性といった場合に、受験生はひとしく同

じ条件で試験を受けていただくという部分があ

るので、単に臨時講師の経験があるから一次試

験を免除する形で対応することについては慎重

に検討する必要があるとお答えしました。 

堤委員 過去の事件の問題は、臨時講師とか学

生に非は全くないのよ。つまり、問題があった

のは、教育委員会の組織そのものだったわけで

すね。だから、臨時講師の方々をそういう特別

免除してあげなさいと。それは特別選考という

形にすればいいわけだから。社会人選考とか、

民間人校長とか、それをやっているわけ、実際

教育委員会はね。だから基本は、そういう特別

な選考を考えてやったらどうですかということ

だよね。そこに過去の事件の問題、教訓が入っ

てくる問題は一つもないのよ。問題があるとし

たら、それはそっち側の問題ですよ。教育委員

会がしっかりしなければいけないな。 

 特別選考の在り方を考えれば、別に過去の事

件は関係ないじゃない。臨時講師の方々をそう
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いう正規職員に上げる、その場合にどういう形

で特別選考するかとかね。その中で一次試験を

免除するとか、今三次試験はなくなりましたが、

そういういろんな形を考えていけばいいわけよ。

だから、過去の事件がどうのこうのと言う必要

がないし言うべきではないと、私はあの答弁を

聞きながらそう思った。 

渡辺理事兼教育次長 過去の事件で問題にした

のが、教員採用試験については選考試験なので、

ある程度そういった裁量の余地が大きくあって、

その運用の中でいろいろあいまって、それは当

然当時の教育委員会の試験のやり方に問題があ

ったのは、おっしゃるとおりだと思います。 

 そういったものを受けての再発防止で、教員

採用試験も透明性を確保していこうと人事委員

会と協調してやるとか、そういう中で、一定の

成績を重視しようとこれまでやってきました。

そういう意味で、臨時講師の経験をもって一定

の能力実証ができていると勘案していくのはな

かなか難しいところがあるというつもりで申し

ました。当時のこちら方に非があるのも重々承

知して、これまで取り組んできたので、試験の

実施にあたっては、選考試験はありますが、一

定の能力実証をどうするのか、公平・公正性を

考えて対応していきたいと申したつもりです。 

堤委員 透明性を図るのは、何回も言うけど、

教育委員会ですよね。別に受ける方々じゃない

よね。だから、さきほど言ったとおり、障がい

者選考とか、いろいろな特別選考は六つか七つ

今あるでしょう。教育委員会がそういうことを

考えればいいわけだよ。例えば、臨時講師を１

０年以上している場合であれば、一次試験を免

除する特別選考だとか、そういうことをいろい

ろ考えていく。つまり、公明正大にやっていけ

ばいいわけだよ、変える場合はね。 

 今まで中でちょろちょろ変えたから、ああい

う問題になったわけだな。私、そのとき現場に

いたから、いろんな問題があったのは百も承知。

だから、その問題を出して答弁するのは大間違

い。あれは是非やめた方がいい。でないと、い

ろんなことが考えられるわけだから。 

 さきほど言ったとおり、事件はあなた方の問

題だから、あなた方がしっかりすればいいだけ

の話。そういうところはきちっと分けてやるべ

きだということは強く要望しておきます。 

森委員長 そのほかございませんか。 

 なければ、私から何点か確認をしたいことが

あります。 

 まず、今日配付の資料にはないですが、予算

概要の資料でいきます。予算概要の２９ページ、

教育庁ワークセンター設置運営事業費は前年度

から１億円ほど予算増となっています。教育庁

内にワークセンターがあって、職員がいろいろ

業務にあたっているのを私も拝見することがあ

りますが、この事業について１億円増の理由と、

あと今、ワークセンターの職員の働く環境はど

のような状況か、確認をさせてください。 

 予算概要５３ページ、さきほど堤委員からあ

った体育館空調設備整備です。これに関して私

は以前、ガスヒートポンプの導入について話を

しました。都市ガス、ＬＰガスとありますが、

全国的に見ると、ＬＰガスでの導入も進んでい

ると聞いています。さきほどの話の延長ですが、

今後かなり多くの箇所を整備していくというこ

となので、コストの縮減、あとランニングコス

トの縮減は大事だと思いますが、それについて

詳しく教えてください。 

 あと、予算概要９０ページ、県立高校未来創

生事業費で全国募集の事業がありますが、全国

募集に関する経費ということで、今予算が年間

１，６００万円ほどかかっています。実際その

全国募集して、今回のいわゆる高校受験でどれ

ぐらいの方が応募されたのかを確認したいと思

います。 

 そして、さきほど説明のあったデジタルを活

用した文化財保存活用推進事業費です。予算概

要では１１９ページ、手元の資料では８ページ

ですね。文化財のデジタル化に取り組むという、

そのデジタル化はどのような形なのかというこ

とと、民俗文化財等の体験機会の充実、ここを

詳しく教えてください。 

 最後に、以前からこの委員会で取り上げてい

る県民スポーツ大会、予算概要で１２９ページ

のいわゆるこれまで行われてきた県内一周駅伝
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が郡市対抗駅伝となっていますが、来年度の取

組において、県民スポーツ大会での位置付けに

関してどの程度話が進んでいるのか。 

 すみません。多いですが、５点についてお願

いします。 

吉雄教育人事課長 ワークセンター設置事業に

ついてお答えします。 

 この事業を行うことによって、障がい者雇用

等を進めているところで、本年度の障がい者雇

用率については、法定雇用率２．５％を２．６

６％と達成しています。この法定雇用率が令和

６年から令和８年にかけて、現行２．５％から

令和８年には２．９％まで引き上げられること

に伴って、現状、正規職員のほか、会計年度任

用職員を教育庁内あるいは県立学校等で採用し

ていますが、来年度については会計年度任用職

員を２５人増やすため、その分の予算が増にな

っています。 

神﨑教育財務課長 体育館の空調設備整備に関

しての御質疑をいただきました。 

 電気モータヒートポンプ（ＥＨＰ）やガスヒ

ートポンプ（ＧＨＰ）の設置経費、ランニング

コストについて、それぞれ今仮試算を行ってい

ます。 

 当然ですが、施設設備の整備にあたっては有

利な財源の活用とあわせてランニングも含めた

トータルコストも考慮しています。土木事務所、

施設整備課と協議をして、最適な設備を導入す

る予定にしています。 

 昨今の円安と世界的な燃油価格の上昇、資機

材価格の高騰もあって、昨年は電力入札が不調

になるなど、電気の優位性が縮小しているのは

事実です。また、都市ガスの耐震性も向上して

いて、災害時でも安定供給ができると聞いてい

ます。 

 ただ、プロパンガスについては、同じガスで

も都市ガスと比べると、やはり価格的には劣る

し、バルクタンクという貯留タンクの設置が必

要なので導入時のコストも割高になると。また、

建物との保安距離とか、供給車両のスペースの

確保といったことで、学校施設の配置ともあわ

せて個別に検討する必要があると聞いています。 

 また、今回は熱中症対策がメインで我々やっ

ているので、大規模災害を想定した導入ではな

いところは御理解いただきたいですが、いずれ

にしても価格比較等をやって検討し、他県動向

については委員長からも資料提供いただいたの

で、どのように整備していくか随時検討を進め

ていきたいと考えています。 

山田高校教育課長 全国募集の本年度の入試状

況について説明します。 

 全国募集については、安心院高校、国東高校、

久住高原農業高校の３校で実施していますが、

安心院高校に２人、国東高校に２人、久住高原

農業高校に９人、以上全部で１３人受験をして

無事全員合格をしています。 

三重野文化課長 文化財のデジタル化について

質疑を二ついただきました。 

 まず１点目は、事業の具体的内容ですが、デ

ジタル化の利点の一つに、現在触れることがで

きない文化財を見ることができます。 

 その点は、現在も地中に埋まって見ることの

できないものを埋蔵文化財センター等が作って

いる資料を基に復元して、デジタルで見ること

ができるようにしたいと考えています。その一

つの候補として、例えば、雄城台高校に大きな

遺跡があったので、その高校で見ることができ

るようなものを作っていきたい。 

 もう１点は、なかなか文化財には触れること

ができないですが、デジタルで作った復元のも

のであれば触れることができます。これは歴史

博物館が行いますが、宇佐産業科学高校と連携

して、宇佐神宮の呉橋の擬宝珠等の復元のレプ

リカを作って、それを今度盲学校の生徒に触っ

てもらうとか、そういった形で文化財に親しむ

機会をつくっていきたいと考えています。 

 その上での活用については、先哲史料館では

文化財のデジタル化を進めて小学校に授業を行

います。さらに、その小学生たちは自分の地域

の文化財をデジタル化して、子どもＹｏｕＴｕ

ｂｅｒとして地域の文化財を中心に地域の魅力

をＹｏｕＴｕｂｅで発信していく取組を行うよ

うにしています。それを基に地域活性化に努め

ていきたいと思っています。 
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 民俗文化財の内容については、令和６年度か

ら令和８年度にかけてモーションキャプチャー

を用いた民俗文化財の伝承用の映像を作成して

いきます。特に６年度は県内でも最も団体数が

多い――大体２８０団体ほどありますが、神楽

の団体で実施を予定しています。 

また、大分県内にある多数の民俗芸能団体が

参画する大分県民俗文化財連絡協議会を設立し

て、県内の民俗芸能について先進事例の取組紹

介などの情報共有を行います。さらに、その分

科会の下にそれぞれ民俗芸能団体別の研修会を

開催して、その研修会の中で優れた伝統芸能を

意識して、その後継者育成に取り組んでいる好

事例を報告し合うなどして、民俗芸能の途絶を

防いでいきたいと考えています。 

佐保体育保健課長 大分県民スポーツ大会にお

ける記念競技の追加種目等の進捗状況について

お答えします。 

 昨年度９月に第７６回の大会を終えて、現在

７７回大会の準備を進めています。２月には県

の実行委員会を開催し、各競技種目の実施要綱

等の検討を行いました。その際、今回陸上競技

協会から陸上競技の中に駅伝種目の追加につい

ての提案等はありませんでした。その結果、今

回実行委員会においては駅伝競技の追加につい

ての検討もされていないので、これまでどおり

の陸上競技の種目開催という形になっています。 

森委員長 ありがとうございました。 

 教育庁ワークセンターに関して、吉雄課長、

今の働く環境において課題等がないかどうか、

教育庁ワークセンターのみでいいのでお聞かせ

ください。 

 体育館の空調設備に関しては、都市ガスのと

ころを中心にということで、資料も課長にお渡

ししましたが、災害用に保管する形でＬＰガス

を使っているところもあるようなので、今後予

算とか、そのコストのこともありますが、検討

をしっかりしていただきたいと思っています。 

 全国募集は１３人ということで、これが多い

か少ないかの評価はあるかと思いますが、私は

期待しているほどではないのではないかと思っ

ています。そういった募集の仕方と、その学校

の環境というか、受入環境と学校の魅力とか、

いろいろ複合的な要因があるんでしょうけど、

これはまたきちんと検討すべきかなと思いまし

た。 

 文化財のデジタル化で、無形文化財をモーシ

ョンキャプチャーで保存するとか、手足の動き

まで保存することは、また将来的にすごい価値

のあることになるのかなと思いました。文化財

の団体としっかり進めていただきたいのと、デ

ジタル化については、できれば県民がインター

ネットから見られるような形であると、もっと

ありがたいのかなと思っています。 

 県民スポーツ大会駅伝の種目の件は、私も委

員会で取り上げながら陸上競技協会にプッシュ

が浅かったのかなと今改めて感じました。選手

の気持ちとか、今後の競技力向上のことを考え

ると、県民体育大会への位置付けをしていただ

かないと、陸協単独の大会では市町村、いわゆ

る郡市がそれに対しての予算も組めないという

ことがあります。このことについては私どもも

今後またしっかりと話をしていきますので、是

非教育委員会の御協力もいただきたいと思いま

す。ワークセンターのことだけ、吉雄課長お願

いします。 

吉雄教育人事課長 ワークセンターの課題と申

しますと、やはりワークセンターで働く職員の

業務、これが本人の特性とか、そういったもの

に応じた業務になるので精査しなければならな

いことが一番の課題と捉えています。そのため

に職員をサポートするワークマネジャーを配置

していて、このワークマネジャーが職員の希望

や特性等も踏まえながら、安心して働き続けら

れるよう支援をしています。こういった取組に

よって、必要な労働習慣とかキャリア習得への

支援を行っている状況です。 

森委員長 最後に、なぜワークセンターの職員

のことを私がお話ししたかと言うと、これは実

はここだけの課題ではなく、施設の部分、会計

管理局や土木建築部とか、県有財産経営室に私

が指摘をしています。ワークセンターの職員が

車椅子に乗って本庁とワークセンターを移動さ

れているのをよく見かけます。雨天の場合、車
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椅子を動かしながら、傘も差せないで移動する

とか、そういったいわゆるハード面の働く環境

への配慮がどうなっているのかなと気になりま

した。もしかしたら言わないで、そのままにな

っているところもあるのじゃないかなと思った

ので、そういった移動手段とか、移動における

課題とかをどれぐらい把握されているのかなと

思ったので質疑しました。それについて分かる

範囲でいいので、何か教えていただければと思

います。 

吉雄教育人事課長 現在の職員の中では移動に

関して特に問題となったことはありませんが、

以前、車椅子で働かれていた方がいました。そ

の際、別館の庁舎内にトイレを新たに設置する

等はこれまでに取り組んでいます。 

森委員長 雨天時の本館と別館の行き来の課題

についてはほかでも指摘させてもらいました。

これはまた大きな県庁施設になりますが、別館

にいる職員が非常に不便なこともあるのじゃな

いかと思っています。そのままでいいんでしょ

うかと言っているのは私だけですが、それぞれ

の職員がやはり働く環境整備の中でいろいろ考

えていただけるといいと思ったので、指摘しま

した。 

そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方は質疑等ありません 

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑等もないので、これよ

りさきほど審査した警察本部関係部分とあわせ

て採決します。 

 本案のうち、本委員会関係部分については原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議あり」と言う者あり〕 

森委員長 御異議があるので、挙手により採決

します。 

本案のうち、本委員会関係部分については原

案のとおり可決すべきものと決することに賛成

の方は挙手をお願いします。 

〔挙手多数〕 

森委員長 挙手多数です。 

本案のうち、本委員会関係部分については原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４６号議案土地の取得について執行

部の説明を求めます。 

神﨑教育財務課長 第４６号議案土地の取得に

ついて、大分鶴崎高等学校第２グラウンド移転

に伴う土地の取得について御説明します。 

１０ページを御覧ください。 

資料の上段を御覧ください。前回の委員会で

説明しましたが、大分市東部地域の人口増など

大分県支援学校の教室不足等を背景に、隣接す

る大分鶴崎高校の第２グラウンドを大分支援学

校の整備に活用したいと考えています。このた

め、大分鶴崎高校の第２グラウンドの代替地を

確保する必要があることから、下の地図にある

ように大分鶴崎高校に近接する大分市所有の国

宗グラウンドを市から取得し、両校の教育環境

の向上を図るものです。土地の所在地は、大分

市大字鶴崎字国宗町５１０番１ほか２筆、面積

は２万２，３９５．１９平方メートル、金額は

３億５，０３２万７，１１５円となります。取

得後はグラウンド整備工事を行い、令和７年度

中の供用開始を予定しています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方は質疑等ありません 

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑等もないので、これより

採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。 

 それでは、①と②の報告をお願いします。 
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〔委員外議員退室〕 

升井特別支援教育課長 第三次大分県特別支援

教育推進計画に基づく特別支援学校の再編整備

の進捗状況について御報告します。 

 １１ページを御覧ください。 

まず、１大分市内の知的障がい特別支援学校

の新設についてです。新生支援学校、大分支援

学校の児童生徒数増加に伴う教室不足解消のた

め、旧聾学校校舎を改修し、新たな知的障がい

特別支援学校中央支援学校を本年４月に開校し

ます。校舎も当初の計画どおり１月末に完成し、

４月の開校に向け、準備の最終段階に入ってい

ます。 

次に、１２ページをお願いします。 

２南石垣支援学校の別府羽室台高校跡地への

移転についてです。特別支援学校設置基準を満

たす広さの運動場を確保するため、別府羽室台

高校跡地へ移転します。今年度末で実施設計を

終了し、来年度より改修工事に着工する予定で

す。工事が順調に進めば、令和８年４月の移転

開校を予定しています。 

続いて、南石垣支援学校給食死亡事故に係る

損害賠償請求事件の判決対応について御報告し

ます。 

１３ページを御覧ください。 

１にお示ししたとおり、事故は平成２８年９

月１５日に発生し、当時南石垣支援学校の高等

部３年生だった林郁香さんが給食時間中に倒れ

病院に搬送されましたが、同年１０月２日に死

亡しました。事故は、郁香さんの担任が他の生

徒の教室移動に付き添うために、郁香さんを残

してランチルームを離れた際に発生しました。 

項目２、３に示したとおり、郁香さんの御両

親らが県と教職員４人を相手に約３，７００万

円の損害賠償を求めて訴えを起こした訴訟の判

決言い渡しが３月１日金曜日に大分地裁であり

ました。 

３の（２）、（３）に判決の内容について示

しています。判決は原告の請求を一部認め、県

に原告２名それぞれ３３０万円、計６６０万円

の損害賠償金の支払を命ずるものでした。判決

理由として、争点になっていた事故発生当時の

担任の見守り義務について、（３）①にあるよ

うに特別支援学校の教諭には、知的障がいを持

つ児童生徒一人一人の障がいの特質を踏まえた

安全配慮義務があるとした上で、担任は被害生

徒が食べ物を搔き込むようにして、よく咀嚼せ

ずに飲み込む傾向を認識しており、事故発生時、

被害生徒の動静を見守り窒息等を防止する義務

があった。担任は、ランチルームを離れる際、

その場にいた養護教諭に被害生徒を見守るよう

依頼することは容易であったにもかかわらず、

その依頼をせず被害生徒をランチルームに一人

残してその場を離れたことは、被害生徒への見

守り義務に違背したものである。担任の見守り

義務と被害生徒の死亡との間には因果関係が認

められる、といった内容が含まれています。ま

た、応急処置義務等その他の注意義務について

は判断されなかったものです。 

判決を受け、３月５日の教育委員会で判決へ

の対応を協議し、控訴せずに判決を受け入れる

方針を決めました。原告らも控訴することなく、

控訴期限を迎え判決が確定しました。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

堤委員 損害賠償について確定しましたよね。

今後の体制がやっぱり大事だと思うんですね。

これは一つ大きな教訓としながら、二度とこう

いう事故を起こさないという体制強化等含め、

総合的な計画というか、防止のための対策、そ

こら辺、対策は何かありますか。 

升井特別支援教育課長 先日の予算特別委員会

でも質疑いただきましたが、令和４年１０月に

は、より実践的な内容を盛り込んだ、摂食指導

の手引（実践編）を作成し、各特別支援学校に

配布しました。手引を活用することで、障がい

のある児童生徒一人一人の障がいの状態に応じ

て安全に食事が行われるよう、各学校に周知徹

底を図ってきました。 

 それから、学校ごとに理学療法士や作業療法

士等を招いて、児童生徒の実際の食事を見てい

ただいて、このようなことを注意した方がいい

とか、そういう指導を受けています。また、専
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門家から研修会での講話などをいただいて、児

童生徒が安全に食事を進めることができるよう、

事故防止と安全確保に努めています。 

 また、県教育委員会指導主事等が学校を訪問

して、給食の際の安全管理体制等を確認して、

改善点等を指導、助言するようにしています。

給食だけではなく、学校全体の安全管理につい

て、緊急対応時のシミュレーション訓練やヒヤ

リ・ハット事案の報告、ＡＥＤを使った救命救

急講習等の取組も行っています。 

 今後もこれらの取組を継続していきながら、

二度と同じような事故が起きることのないよう

に児童生徒の安全確保について万全を期してい

きたいと考えています。 

堤委員 当然教職員の認識はきちっとそういう

形でしなきゃいけないけど、やはりもう一つの

根本的な問題として、定数を増やす問題。特に

こういうところは、なおさら一人一人の子ども

たちに寄り添ってやっていかなければいけない。

一般の学校でも一緒だけど、なおさらそれが必

要だと思います。現場としてそういう声をあげ

ていった方がいいのではないかなと思うけどね。

そこら辺はどうですか。一刀両断で、しないで

はなくて、それも含めて検討した方がいいと思

うので、これも是非要望で言っておきます。よ

ろしくお願いします。 

御手洗（朋）委員 全ての保護者にとって、朝

行ってきますと言って家を出た子どもが帰りに

ただいまと帰ってくるのが一番の願いじゃない

かなと思っています。今回の件にかかわらず、

先日、ウズラの卵の件もありましたし、今、残

念ながらいじめに起因して自ら命を絶つ子ども

たちの構図もありますし、あるいは行き過ぎた

指導で、余りいい言葉じゃないですが、指導死

という言葉も一部マスコミ等では使われている

現状もあります。今回のことを教訓に、全ての

教育現場、学校で安心・安全が保たれる、子ど

もたちの命を一番に考える教育がよりできるよ

うにしていただければと思います。よろしくお

願いします。要望です。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑等もないので、続いて

③と④の報告をお願いします。 

山田高校教育課長 １４ページを御覧ください。 

大分県立高等学校未来創生ビジョンの策定につ

いて報告します。 

本ビジョンは、本県高等学校教育のさらなる

充実・発展に向け、今後の学校の在り方につい

て、方向性を未来創生ビジョンとして策定・公

表するものです。１４ページの資料は、ビジョ

ン策定の背景や趣旨及びこれまでの経緯につい

て記載しています。（１）は本県におけるこれ

までの高校改革の概要です。平成１７年度から

の高校改革推進計画実施以降の取組を記載して

います。（２）の策定の趣旨について、まず課

題として策定の背景を記載しています。高校を

取り巻く状況の変化やスクール・ポリシーの策

定、普通科のさらなる魅力化・特色化などの国

の動きなどへの対応という点です。右上にグラ

フを掲載しています。今後の生徒数の推移です

が、令和６年３月の中学校卒業者数は 1万６１

人となっています。御覧のように、令和８年３

月まではやや緩やかな状態ですが、令和９年度

以降は下降傾向が顕著です。さらに最新のデー

タでは、昨年度の出生数が６，５００人程度と

いうデータも出ています。 

こうした状況の中で、今回策定するビジョン

は県立高校の統廃合を検討するものではなく、

全ての学校の魅力向上を目指すものとして今後

１０年間の方向性を示すものですが、社会情勢

の変化なども踏まえ、策定後５年をめどに見直

しも検討することとしています。右下の（３）

では、策定に向けたこれまでの経緯を示してい

ます。昨年１０月にビジョンの素案を公表しま

したが、その後、県民からのパブリックコメン

トをいただきながら加筆修正したものを策定・

公表するものです。 

続いて、１５ページを御覧ください。 

この概要版は、ビジョン本編の内容について

項目を抜き出し、要点を端的にまとめたもので

す。この資料の中で、Ⅲ新しい時代を見据えた

県立高校の在り方の１本県高等学校教育が目指

すもの（基本理念）という網掛け部分を御覧く
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ださい。上から３番目のマルですが、県内どの

地域で学んでも教育の質の担保が図られるよう、

遠隔授業のシステム構築を進めることについて

記載しています。また、その下のマルでは大学

や研究機関、自治体や企業といった外部との連

携を一層図り、社会とのつながりの中で先端的

な学びを進めていくこと、さらに、その下以降

のマルでは地方創生に係る地域の高校での学び

やその学びを支える組織づくり等について記載

しています。 

次に、３の新しい時代に対応する学びでは普

通科、専門学科など各学科に分けて記載をして

いますが、特に（２）の専門学科については農

林水産系の学科や工業科、商業科、福祉科など

の学科について個別に触れています。また、ビ

ジョンの本編には、ほかにも情報科や外国語科

など、県内に設置する全ての専門学科について

記載しています。 

右側の４魅力ある学校の実現に向けた教育基

盤の整備を御覧ください。（１）の学校規模に

ついては今後、各地域の中学校卒業者数のさら

なる減少に伴い、現状のスケールを維持するこ

とが困難になることが予想されますが、遠隔教

育も活用しながら、学びの環境を補完できる部

分もあると思うので、これまでの適正規模とい

う考え方は基本としながらも、実際の規模の在

り方については柔軟に対応していく旨を記載し

ています。また、（２）の入試制度は生徒の個

性や適性を多面的に評価する仕組みなど、学校

の特色化を図る上でも検討していくという点と、

（３）の通学区制に関しては全県一区について、

地域を越えた高校進学状況や、学校の特色づく

りの状況、生徒や保護者の声など、選ばれる学

校づくりに関して引き続き現状把握に努めると

ともに検証を行っていく旨を記載しています。 

 次に、損害賠償の額の決定について報告しま

す。 

１６ページを御覧ください。 

賠償額が３００万円以下の損害賠償額の決定

については地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分ができることとなっており、相

手側に速やかに賠償金を支払う必要があったこ

とから令和６年２月７日に専決処分しましたの

で、その報告を行うものです。 

概要は、県立別府翔青高等学校の職員が令和

３年６月に作成した広報物教育相談だよりにお

いて、有限会社ワーハが著作権者から独占的に

使用許諾業務を委託されたイラストを使用許諾

を得ることなく使用し生徒に配布、同校のホー

ムページで公開したため、同社及び著作権者に

イラストの使用料相当分の損害を請求されたも

のです。 

県としては、学校においてイラストの無断使

用の瑕疵があり、相手側に損害を与えたと判断

し、国家賠償法第１条に基づき相手方に損害賠

償の支払を行いました。 

再発防止策としては、学校現場に対し注意喚

起の文書を発出するとともに、学校ホームペー

ジの現状確認及び不要な記事等の削除を実施し

ました。また、来年度からは教職員向けの各種

研修において、著作権に関わる内容を実施し再

発防止に努めます。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑、御意見などはありませんか。 

御手洗（吉）委員 少子化で人口は減少してい

ます。それに歯止めをかけるように努力してい

ると思いますが、学校教育として、今後のビジ

ョンとしてどこにどうまとめているのか。この

ビジョンの何ページに書かれているのか。 

山田高校教育課長 ビジョンの１３ページ、４

魅力ある学校の実現に向けた教育基盤の整備、

（１）学校規模、学校規模の在り方に、これま

での生徒数の減でどのように対応してきたか書

いています。ただ学級を減らすのではなく、３

５人学級や３０人学級とか、いろんな対応をし

ているわけですが、今後も工夫をしながら学校

の維持に努めていきたいと考えています。 

御手洗（吉）委員 今までも取り組んでいると

思うんですね。その結果どうなんですか。今言

ったような、少子化で子どもたちが外に行くこ

とが加速しているのではないかと思うんですね。

今まで取り組んだ結果は。 

山田高校教育課長 例えば、地域の学校の欠員
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状況等を見たときに、確かに欠員は非常に多く

なっているのは事実ですが、年度や地域によっ

てはしっかり定員を確保していたり、変動があ

ったりします。委員御指摘のとおり、欠員は依

然として課題のため、遠隔授業等により学校の

魅力向上をしながら定員確保に努めていきたい

と思います。 

御手洗（吉）委員 言っていることが余り理解

できないですが、要するにこの教育のやり方、

取組方はどうなんですか。これを見る限り、こ

のままいくと人口はまだ減るのではないかと思

えてならないわけです。これを今から１５年と

かでやったときに、これに歯止めがかかるよう

なビジョンになっているんですか。 

山田高校教育課長 学校教育だけでなかなかこ

れを解決するのは難しい話で、当然これからい

ろんなことを検証とか研究していく中で、自治

体とか、各地域の教育委員会とか、いろんなこ

とを相談しながらやっていかないといけないと

は思っています。 

御手洗（吉）委員 教育ですから、高校では僕

は遅いと思うんですよ。やはり小学校や中学校

でしっかりと地元に残って地元のために頑張ろ

うという子どもたちを育ててほしい。そういう

教育委員会であってほしいなと思います。 

 これは、ますます加速する、歯止めがかから

ないのじゃないかなという気がしてならないの

で、まだ間に合うので、しっかりとそこは取組

をしていただきたいと思います。 

御手洗（朋）委員 まず１点目、遠隔教育に関

してですが、この前の予算特別委員会で、小学

校か中学校か、義務教育でも遠隔教育を取り入

れたところがあると答弁していたように思うの

で、どの市町村のどこの学校か教えてください。 

 もう１点、先日、ある大学の先生の話を聞き

ましたが、大分市内の特別支援学級在籍の児童

が竹田市の小学生全員よりも多い状況になって

いるとおっしゃっていました。 

 いろんな形で特別支援学級が増えて、特別支

援学校在籍もそうですが、増えているのは皆さ

ん御存じだと思います。そういう状況になって

いる中で、これだけ子どもの数がどんどん減る

中で、特別支援学級在籍の子どもの割合はかな

り大きなウエイトを占めてくるんじゃないかと。

もちろん高等学校に特別支援学級というのはな

かなか制度上もないとは思いますが、特別支援

学級在籍の子どもたち、今小学生が当然中学生、

高校生の年代になっていきます。そこをどうい

うふうにインクルージョンを含めて、取り組ん

でいくのかも視点の一つとして持っておかない

と、なかなか本当に少ない子どもの数をどうし

ていくかという議論だと思うので、もし今の時

点で何か見解があれば、教えていただきたいと

思います。 

小野義務教育課長 小中学校の遠隔教育の事業

について説明します。 

 来年度、小規模校の中山間地域の学校を支援

するために、遠隔システムを活用した事業を二

つ行います。 

 一つ目は、中学校の技術家庭の技術分野で免

許外で指導している学校があり、特に中学校の

プログラミング教育は非常に専門性の高い難し

い内容になっているので、そのプログラミング

教育を中心に学校支援をしていきたいと考えて

います。現在、おおむね１０校の学校を支援し

たいと考えています。これは遠隔でつないで専

門性のある教員がＺｏｏｍを使って授業を行う

取組です。 

 二つ目は、これも市町村教育委員会と連携し

た中山間地域で、日常的な遠隔学習の支援をし

ていきたいと考えています。例えば現在、中津

市の本耶馬渓中学校とか、耶馬渓中学校とか、

山国中学校、この３校は学級数が非常に少ない

ので、共同的な学びがなかなか実現しにくい。

国語の授業であれば、授業を定期的にＺｏｏｍ

でつないで、お互いに意見交流するような共同

的な学びを平素から行っているので、こういっ

た好事例を他の市町村にも広げていきたいので、

我々の方でシステム等を支援して広げていきた

いと考えています。 

山田高校教育課長 さきほど御指摘があったと

おり、高等学校においてもある一定のインクル

ーシブ教育というのは当然考え方としては大事

だと思っていて、高等学校には特別支援学級は
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ありませんが、特別支援教育支援員を配置して、

例えば、ＡＤＨＤとか、そういった生徒に対応

するような準備をしています。 

 ただ、高等学校なので、その高等学校の教育

課程をしっかり履修、習得できることがまず大

前提になります。それをクリアして校長が入学

を認めた生徒に対しては、現在そういった支援

をしています。今後もそれを継続していきたい

と考えています。 

御手洗（朋）委員 最初の遠隔は来年度から本

格的にやっていく。 

 インクルーシブの件はよく分かったので、ま

た引き続き取組をお願いします。 

木田委員 諸般の報告④の著作権侵害に対する

再発防止策ですが、無料イラストとかを検索し

ても、よく見ると有償だったり、非常に対応が

難しいものがあると思います。 

 そう考えると、どの程度、今学校でこういっ

たイラスト、デジタル系で使っているか、広報

で使っているか分かりませんが、せっかく芸術

文化短期大学があるので、芸術文化短期大学の

生徒にホームページ上のイラストを作ってもら

うような社会参画的なものをやっていただいて

もいいのではないかなと思います。私も以前、

芸術文化短期大学の生徒にホームページのイラ

スト課題をやっていただいたことがあります。

本当にすばらしいものが出来上がって、生徒は

そのくらいの腕前をお持ちなので、芸術緑丘高

校もあるし、そういった学校を使うとか、そう

いう枠組みでやると結構カバーできる。引用し

て、またうっかりこういうことが出てこないわ

けじゃないと思うので、そういうことも考えた

らいいのじゃないかなと思います。 

山田高校教育課長 現在、教育委員会の中でも

今御指摘のあったようなことが何かできないか

を考えていて、著作権を担当する文化課と連携

をして今後取組を行おうと思っているので、文

化課長から一旦説明を行っていいですか。 

三重野文化課長 説明します。 

 現在、文化課が一緒になってスクールライフ

イラストというサイトの立ち上げを準備中です。 

 実はこの問題を受けて、デザインを専門に学

ぶ県立学校の２校の生徒、委員御指摘の芸術緑

丘高校と、もう１校は大分鶴崎工業高校デザイ

ン学科があるので、この２校にお願いして各学

校に３体のオリジナルキャラクターを創作依頼

しました。現在、６体のオリジナルキャラクタ

ーができているので、文化庁著作権課に著作権

登録をかけています。著作権を登録しないうち

に発表して使ってしまうと、それがもしまた模

造されて著作権侵害に巻き込まれる可能性があ

るためです。登録まで約１か月かかるので、３

月末ぐらいには著作権登録がかなう見込みです。 

 同時にサイト構築を進めていて、それぞれの

学校に入学式や運動会とか、修学旅行などのイ

ラストとか風景とかも描いてもらっているので、

それを全て登録し終えて、４月の上旬以降にサ

イトを立ち上げて、学校の教職員に無料で提供

できるようにしたいと考えています。（「すば

らしいじゃないですか」と言う者あり） 

小野義務教育課長 すみません。さきほどの御

手洗朋宏委員からの御質疑ですが、ちょっと付

け加えがあります。 

 中学校の技術分野のプログラミング教育につ

いて、遠隔支援は今年度もやっています。今年

度６校支援をして、昨年も５校ほど支援をして

おり、非常に学校から評判がいいので、少し来

年度は拡大して実施します。 

御手洗（朋）委員 後で結構なので、どこの学

校か教えていただきたいと思います。 

堤委員 創生ビジョンに関係して一番最後のパ

ブコメへの回答公表について、今インターネッ

トを見たら１１件来ていて、その回答で今後検

討するとか、研究するとか、ほとんど書いてい

ますが、それはどういう形でこの中に反映され

ると考えればいいのかな。 

山田高校教育課長 パブコメの主に地域の学校

をどうするかに対しては、遠隔教育で補完する

という趣旨でこの中に書き込んでいます。それ

以外については、基本的には今後の検討課題と

いうことで、この中に記載するというより、引

き続き研究、検討していくスタンスです。 

堤委員 であれば、その途中経過とかをパブコ

メに寄せている方々にやはり返していかないと。
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何か聞くだけじゃないかということになってし

まって、そこが出てくるとまずいから。そうい

うのは是非検討してください。 

中野委員 ちょっと１点だけ確認させてくださ

い。 

 今日付けで資料をいただいて、委員会に報告

をした後に、県民に公表になるかと思いますが、

いつどういった形で公表されるのか、お答え願

います。 

山田高校教育課長 明日、本県の教育委員会で

報告をし、その後公表になります。実は今冊子

を製本印刷中で、まだ業者と今やり取りをして

いて、それが完成する時期がはっきりしていま

せん。少なくともこの３月下旬までには確実に

出来上がるので、その時点でホームページ上に

冊子の内容を全て公開する予定にしています。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑等もないので、以上で

諸般の報告を終わります。 

この際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これをもって教育委

員会関係の審査を終わりますが、ここで一言私

から御礼を申し上げます。 

  〔森委員長挨拶〕 

  〔渡辺理事兼教育次長挨拶〕 

森委員長 ありがとうございました。 

 それでは最後に、現職を御勇退される皆さん

から一言お願いしたいと思います。 

  〔退職予定者挨拶〕 

森委員長 それでは、これをもって教育委員会

関係の審査を終わります。 

執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様は、この後、協議を行うのでお待

ちください。 

 

〔教育委員会退室〕 

 

森委員長 それでは、内部協議を行います。 

 このメンバーでの委員会は、これで最後とな

りますが、この際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、私から一言、御挨拶を申

し上げます。 

  〔森委員長挨拶〕 

森委員長 それでは、これをもって委員会を終

わります。 

 大変お疲れ様でした。 

 


